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令和８年度交通災害共済加入申し込みについて（通知）

町村交通災害共済につきましては、例年加入促進にご協力いただき誠にありがとう

ございます。この制度は、交通災害に対して年間５００円の掛金で最高１００万円の

見舞金を支給するものです。万が一の交通事故に備えてご家族で加入していただきま

すようご案内いたします。

詳しくは、全世帯に配布しております「交通災害共済加入申込書」（A５サイズ・７
枚つづり）をご参考いただき、令和８年３月３１日までに申込書と現金を持参の上、

郵便局窓口でお申し込みいただくようにお取り計らいください。

また、加入者で災害見舞金を申請されていない方は、事故発生から３年以内は請求

できますので、漏れのないよう請求していただきますようお願い致します。

記

１ 共済期間 令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで

       ※令和８年３月３１日までに加入済の場合

       ※４月１日以降も加入できます。領収印の翌日から有効です。

２ 交通災害共済に加入できる方は、五ヶ瀬町内に居住し、住民登録が

ある方です。

※修学のため、一時的に町外に転出している学生の方も加入できます。

３ 加入受付は、郵便局窓口のみの取り扱いとなっています。

※役場での受付はできませんのでご注意ください。

４ 参考：令和７年度交通災害共済加入状況

(令和７年１０月１日現在) 
加入実績 ４３４ 名   

掛金総額 ２１７，０００ 円   

（文書取扱 総務課）
電話：８２‐１７００






